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　「介護老人保健施設リスクマネジャー資格認
定制度」（以下、リスクマネジャー制度）の創
設から今年で9年目となる。この間、老健施設
を取り巻く環境はめまぐるしく変わり、リスク
も複雑かつ多様化している。
　全老健の管理運営委員会の担当副会長として、
毎年、リスクマネジャー養成講座でも講師に立
たれている本間達也副会長に、老健施設におけ
るリスクの変遷や、リスクマネジャーを配置す
ることの重要性について語っていただいた。

制度創設から 9年 
資格取得者は 1,800名に

　老健施設のリスクマネジャー制度が創設された
のは、平成 19年です。介護保険制度施行から 7
年が経ち、老健施設でも、さまざまなリスクが問
題視されるようになり始めてきた時期でした。一
方、医療においては、そこから遡ること約 10年
前に医療事故防止への対応が模索され始め、平成
13年には日本医師会でも「医療安全推進者」の
養成が開始されました。そうした流れを受け、介
護にも医療と同様の対策が必要なのではないかと
いうことで、老健施設を取り巻くリスクを包括的
に把握し、それをマネジメントできる人材の養成
を目的に同制度（15頁図表）が生まれたわけで
す。現在、資格取得者は約 1,800名になりました。
　医科のほうでは、診療報酬において医療安全対
策加算があります。その算定要件として「医療安
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全対策に係る適切な研修を修了した専従の有資格
者が医療安全管理者として配置されていること」
と定められ、報酬上もすでに認められています。
いずれは介護においても介護報酬上でこのリスク
マネジャー制度が評価されるようになることを想
定しています。実際、平成 18 年度の介護報酬改
定より、老健施設の人員基準に「介護事故に対す
る安全管理体制の確保」が明記されていますから、
我々全老健としても、当然、そのことを視野に同
制度を推進しています。
　ただ、それを確かなものとするためにも、まず

は着実にリスクマネジャーの数を増やし、実績を
重ねていくこと。その際、リスクマネジャーの存
在による成果・効果のエビデンスが明確に提示で
きることが重要だと思っています。それらはケア
の質の向上にも直結するため、そのことに関する
データを調査研究事業等によって明らかにし、蓄
積していく必要があります。
　現時点でも、リスクマネジャーを配置している
老健施設において、配置前と比べリスク発生件数
が減少したという成果は、さまざまな調査から明
らかになっています。リスクマネジャーになるた
めには、 3 日間の研修を 2 回（Ⅰ期：計 16.75時
間、Ⅱ期：計 17.5時間）受講し、内容も、賠償
責任、債権回収から、転倒・感染症等の対応、
ターミナル（看取り）に関する事前対応、メンタ
ルヘルス対策、苦情対応、労務管理、個人情報保
護、自然災害対策まで多岐にわたりますので、そ
こで得た知識を現場に持ち帰れば、自ずと施設全
体のリスクに対する意識は高まることになります。
　さらに、一度試験に合格すればそれで終わりで
はなく、介護保険制度改正や報酬改定、日々動い
ていく社会情勢からリスクも変化することを加味
し、合格後も 5 年ごとに再び試験を受けていただ
き、資格を更新しなければならないシステムに
なっています。ほかにも、更新までの 5 年間に最
低 1 回は全国大会への参加を義務づけるなど、な
かなか厳しい資格維持要件を課しています。しか
し、これは逆にいえば、有名無実な資格ではなく、
それだけ実用性の伴った重要な資格である証しで
もあるのです。
　また、興味深いのは、15頁上の囲み内のグラ
フにあるように、在宅強化型が在宅支援加算型や
従来型に比べリスクマネジャー配置率が高い事実。
在宅強化型を維持していくには、業務管理におい
てよりスピード感を要するため、必然的にリスク
対応にも敏感にならざるを得ない背景があるのか
もしれません。

　現実として、施設運営をしているなかで、リス
クは、いつ、どんな形で発生するかわからないも
のです。施設として、あるいは個人として、事前
にあらゆる想定をし対応策を準備しておくことは、
今後、地域包括ケアシステムを整備していくなか
でこれまで以上に幅広い役割が求められる老健施
設にとっては、必須のテーマとなることでしょう。
　幸い、全老健のリスクマネジャー養成講座は今
年度で 9 回目を迎えますが、申し込み者数は常に
定員いっぱいで推移しています。参加者は老健施
設関係者に限りません。これまでには特養に勤務
する方、看護師の資格をもつ介護福祉士養成校の
先生で向学のためにと受講された方もいらっしゃ
いました。資格試験合格率も 90％以上。皆さん
の関心の高さを実感しています。

時代の変化とともに 
老健施設のリスクも複雑・多様化

　そもそも介護におけるリスクは、医療のそれに
比べ、振れ幅が大きいという特徴があります。例
えば、盲腸の手術に関するリスクなら、ある程度
限定されますが、介護は生活全般をみているため、
リスクが起こり得るシーンもケースによってさま
ざま。ありとあらゆる可能性があるわけです。
　さらに、時代の変遷によって、ひとたびリスク
が発生した際に問われるサービス提供者側の責任
は、年々厳しくなっていると感じています。
　例えば、昭和 30年代に生まれた私は、幼いこ
ろ、家の近所の舗装もされていない砂利道で
キャッチボールをしたりして遊んでいました。当
時、気をつけることといえば、ごくたまに通りか
かる車を避けることくらい。周りの大人たちもの
んびりしていて、特にそんな私たちを咎める人も
いませんでした。でも、それから 50年以上経っ
た現代では、たとえ田舎であっても、もはや舗装
されていない道路などほとんどなく、車もかなり
の頻度で通ります。子どもが道路でキャッチボー
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ルに興じるなどという光景は、田舎でもまず見か
けません。いまなら、そんなことをしていて交通
事故でも起これば、車の運転者のみならず、子ど
もをそこで遊ばせた親、場合によっては「道路で
遊ぶな」という注意義務を怠った行政や学校教育
にまで責任の追及がなされるでしょう。
　つまり、何が言いたいかといいますと、社会が
合理化と快適さを追求してきた一方で、人々もか
つてのような牧歌的な余裕を失ってしまった、と
いうことです。いまや田舎であろうと都市部であ
ろうと変わりません。何かことが起これば、すぐ
に責任問題に発展します。したがって、よいか悪
いかは別として、いまの世の中、リスクマネジメ
ントを、組織運営における優先順位の上位に位置
づけなければ、管理者として対応不足であるとい
わざるを得ないだろうということです。
　さらに、東日本大震災、先の熊本地震に象徴さ
れる大規模自然災害。近年は、地震だけでなく、
各地で、“観測史上初”といわれる被害が多発し
ています。そうなると、施設周辺地域の過去の自
然災害史を遡って知ることはもちろん、もっと局
所的に施設建物が建つ場所の地盤まで調べ、危険
度を把握しておくことが求められます。その上で
災害が起こった際にはどう行動するか、その後の
復旧・復興はどうするか、それらを踏まえての事
前訓練や備蓄品管理の問題など―。
　約 30年前の老健施設誕生当初に言われていた
リスクに比べれば、いまはかくのごとく複雑かつ
多様化しており、それらをすべて網羅しておくと
なると、やはりある程度は専門家による指南を受
けておかなければ、もはや素人の守備範囲を超え
ているのが実情ではないでしょうか。

スピードがカギとなるリスク対応 
情報発信も迅速に

　リスクマネジャーが果たすべき任務は、同制度
では以下を設定しています。

　しかしながら、上記のような任務を遂行するリ
スクマネジャーを配置し、リスクマネジメントを
徹底したとしても、「どうしても防ぐことのでき
ない転倒、誤嚥性肺炎などの一定リスクは、起こ
り得る」紛れもない事実も一方ではあります。こ
れは昨年度の全老健の「介護保険施設の入所者の
機能低下およびその予防に関する調査研究事業」
の結果からも明らかになったことで、これにより、
老健施設の安全推進マニュアルの大前提を修正す
るという必要性も検討されています。
　これは何も介護に限ったことではないかもしれ
ません。いま、企業や政治家、芸能人の不祥事等
でも、その危機管理対応いかんで、事態が拡大す
るか、速やかに収束するかの差が如実になってい
ることは、皆さんもご存知のことと思います。そ
こからいえることは、初期対応の重要さです。
　迅速な対応は、例えば、リスクマネジャー資格
取得のためのテキスト改訂においてもいえます。
というのも、紙媒体のツールは、編集し発刊する
にあたり、かなりの時間を要します。その間にも
世の中は絶えず動いているわけで、とりわけ昨今
のめまぐるしい世相の流れのスピード感を随時、
反映できるインターネットによる情報発信と比較
すると、どうしても遅くなってしまう。ともすれ
ば、発刊時にはすでに情報が古くなっているとい

うことにもなりかねません。
　これからのリスク対応は、とにかく迅速性がカ
ギとなることから、せめて印刷作業に要する時間
は短縮しようと、次回よりテキストの改訂は、書
籍ではなく電子版（全老健ホームページからダウ
ンロード）形式をとる予定です。
　また、情報のタイムラグを埋めるためには、
我々全老健としても、安全推進部会が実施する研
修会などで、その都度、新しい情報を提供するこ
とで補てんしていくつもりです。
　最後に、今後の同制度における課題としては、
資格更新をもう少し徹底させていくことです。冒
頭で、現在の資格取得者が 1,800名と述べました。
うち、更新試験を経て資格を 5年以上維持してい
る人は 600名で、必ずしも全員が更新している

わけではないのが実情です。その理由は、法人内
の人事異動で病院や他施設に所属が変わってしま
い、その際に資格を放棄してしまうことがあるよ
うです。せっかく時間をかけて取得した資格を最
大限に活かしてもらうためには、更新時の要件を
もう少し具体的にし、そうした人たちに対応する
必要があるのではと思っています。
　また、そもそもこの資格を取得するのは立場的
に中堅以上の人となるため、資格取得者が定年を
迎え辞職してしまうケースもあるでしょう。資格
は個人に付き、施設に付くわけではありませんか
ら、そのあたりが難しいところです。
　いずれにしても、このリスクマネジャー制度の
重要性について、これを機に再認識していただけ
ればと期待しています。

〈リスクマネジャーの任務〉
①�施設内に設置されたリスク管理のための各
種委員会（事故防止対策委員会など）の委
員長を統括し、各種リスクについて、施設
における対応策や施設体制の改善策等につ
いて検討・提言を行う。
②�リスクマネジメント委員会の委員長を務め、
委員会の運営を行う。
③�施設の管理者に対して、施設におけるリス
クに関する提言を行う。
④�その他のリスク防止に関する注意・啓発・
教育・広報などを行う。
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全老健リスクマネジャー制度の概要と現況
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★転倒事案の発生回数が減少

　（例：導入後 4年間で 4割減少）

★�インシデントレポート（ひやり・はっと報告

書）数が増加（例：導入後 4年間で 44倍

に増加）

★リスクマネジメント委員会の開催回数が増加

　�（例：導入後 3年間で年 2回が 10回に増

え、現場に定着する）




